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● 国税庁からのお知らせ ●● 県税務課からのお知らせ ●

作成コーナー
１　社会保障・税番号（マイナンバー）制度の概要
　　社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・

公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号（マイナンバー）
制度が導入され、社会保障・税・災害対策の行政手続で利用されています。

　●個人番号について
　　個人番号は、12桁の番号で、住民票を有する国民全員に１人１つ指定され、市

区町村から通知されます。
　●法人番号について
　　法人番号は、13桁の番号で、設立登記法人などの法人等に１法人１つ指定さ

れ、国税庁から通知されます。なお、法人の支店や事業所には指定されません。
２　県税手続におけるポイント
　（１）申告書等に番号を記載していただく必要があります。
　　　個人番号や法人番号の記入欄が設けられた申告書等をご提出いただく際

には、個人番号や法人番号のご記入をお願いします。
　（２）個人番号が記載された申告書等を提出する際は、本人確認が必要となります。
　　　税の窓口に個人番号を記載した申告書等を提出する際には、本人確認書類

の提示又は本人確認書類の写しを申告書等に添付していただく必要があ
ります。

≪本人確認を行うときに使用する書類の例≫
　１．マイナンバーカード（個人番号カード）【番号確認と身元確認】
　２.通知カード【番号確認】＋運転免許証、健康保険の被保険者証など【身元確認】
　●マイナンバーカードとは、本人が市区町村に交付を申請し、通知カードと引

換えに交付を受けることができるカードです。マイナンバーカードには、本
人の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号等が記載され、本人の写真が表示さ
れます。

　●通知カードとは、本人の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が記載された
カードです。（令和２年５月に廃止されましたが、通知カードに記載された氏
名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、番号確認
のための本人確認書類として利用できます。）

　※県税のマイナンバーに関する情報については、下記のホームページに掲載し
ております。詳しくは、お近くの地域県民局県税部にお問い合わせください。

　　県税・市町村税ホームページ
　　　https://www.pref.aomori. lg.jp/soshiki/zaimu/zeimu/top.html

　社会保障・税番号（マイナンバー）制度について
確定申告書等

作成コーナーなら

金額等を入力するだけで

自動計算で

申告書が完成！

マイナポータル連携で

控除証明書等のデータが

自動入力できる！

※ご利用には事前準備が必要です

e-Taxの５つのメリット

マイナポータル連携
の詳細はこちら

書面提出の場合は
１か月～１か月半程度で還付※一部の書類を除きます

※メンテナンス時間
を除きます

県法連広報　み　ち　の　く〔1〕

県法連広報

196号
令和７年1月1日

発行
一般社団法人 青森県法人会連合会
〒030－0823 青森市橋本二丁目13番５号
　　　　　 電　話　017（775）２５８０番
　　　　　 ＦＡＸ　017（773）５６４４番

年４回発行（４.７.11.１月）　創刊　昭和51年４月１日

URL http://www.aomori-hoj inkai .or . jp/

法人会の理念
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仙
台
国
税
局
長
表
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県
連
副
会
長
（
上
十
三
法
人
会
会
長
）

益
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連
理
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森
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司
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連
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五
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会
女
性
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会
長
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中
山
曄
子
　
氏

税
務
署
長
表
彰

　
上
十
三
法
人
会

　
副

会

長
　
柏
崎
尚
久
　
氏

　
む
つ
法
人
会
　
常
任
理
事
　
濱
中
省
三
　
氏

　納 

税 

功 

労

　旭
日
双
光
章

　
　
県
連
副
会
長
（
む
つ
法
人
会
　
会
長
）
　
熊
　
谷
　
國
　
治 

氏

　財
務
大
臣
表
彰

　
　
県
連
副
会
長
（
上
十
三
法
人
会
　
会
長
）
　
白
　
山
　
春
　
男 

氏

　
国
税
庁
長
官
表
彰

　
　
県
連
前
副
会
長
（
弘
前
法
人
会
　
顧
問
）
　
櫛
　
引
　
利
　
貞 

氏

　
仙
台
国
税
局
長
表
彰

　
　
県
連
副
会
長
（
五
所
川
原
法
人
会
　
会
長
）

　
今
　
　
　
謙
　
一 

氏

　
　
県

連

理

事
（
黒
石
法
人
会
　
筆
頭
副
会
長
）

　
須
　
藤
　
重
　
昭 

氏

　
　
県

連

理

事
（
上
十
三
法
人
会
　
副
会
長
）

　
川
守
田
　
光
　
男 

氏

　
税
務
署
長
表
彰

　
　
青

森

法

人

会
　
　
理
　
事
　
　
岡
　
崎
　
康
　
一 

氏

　
　
青

森

法

人

会
　
　
理
　
事
　
　
小
笠
原
　
若
　
子 

氏

　
　
五
所
川
原
法
人
会
　
　
副
会
長
　
　
会
　
津
　
誠
　
造 

氏

　
　
上
十
三
法
人
会
　
　
理
　
事
　
　
下
久
保
　
淳
　
一 

氏

　
　
上
十
三
法
人
会
　
　
理
　
事
　
　
四
　
橋
　
弘
　
泰 

氏

　
全
法
連
で
策
定
し
た
「
令
和
７
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
」
の
実
現

に
向
け
て
、
県
連
正
副
会
長
に
よ
る
地
元
選
出
国
会
議
員
お
よ
び
県
知
事
・

県
議
会
議
長
に
対
す
る
提
言
活
動
を
実
施
し
た
。

税
制
改
正
提
言
事
項
の
提
言
活
動

税
制
改
正
提
言
事
項
の
提
言
活
動

税
制
改
正
提
言
事
項
の
提
言
活
動


















東
北
六
県
法
人
会
連
合
会

東
北
六
県
法
人
会
連
合
会

　　　　　　運
営
協
議
会

令和７年度税制改正に関する提言(重点項目)

令
和
７
年
度

津島淳 衆議院議員津島淳 衆議院議員岡田華子 衆議院議員岡田華子 衆議院議員

青森県  小谷副知事（右から４人目）青森県  小谷副知事（右から４人目）

青森県議会　丸井　裕議員（右から４人目）青森県議会　丸井　裕議員（右から４人目）

県
選
出
国
会
議
員
に
対
す
る
提
言
活
動

　
議
員
事
務
所
を
訪
問
し
衆
議
院

：

津
島
　

淳
議
員
お
よ
び
岡
田
華
子
議
員
と
面
談
し
提

言
活
動
を
行
っ
た
。

▼
実
施
日

　令
和
６
年
11
月
30
日(

土)

　参
加
者

　林
　
均
会
長
、
蝦
名
　
彰
専
務

理
事

▼
実
施
日

　令
和
６
年
11
月
７
日(

木)

　参
加
者

　小
山
内
康
晴
副
会
長
、
船
越
規

孝
監
事
、
三
上
裕
弘
理
事

中
学
生
の
「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」

中
学
生
の
「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」

第38回法人会全国青年の集い　福 井 大 会第38回法人会全国青年の集い　福 井 大 会

　
令
和
６
年
11
月
７
日
～
８
日
、「
法
人

会
全
国
青
年
の
集
い
（
福
井
大
会
）
」
が

開
催
さ
れ
た
。
本
県
か
ら
は
、
県
青
年

部
会
連
絡
協
議
会
佐
藤
一
尚
会
長
を
は

じ
め
６
単
位
会
の
青
年
部
会
員
16
名
が

参
加
し
た
。

　
７
日
は
福
井
市
に
お
い
て
青
連
協
第

２
回
定
時
連
絡
協
議
会
、
租
税
教
育
活

動
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、
健
康
経
営

大
賞
、
部
会
長
ウ
ェ
ル
カ
ム
パ
ー

テ
ィ
ー
が
行
わ
れ
た
。

　
８
日
は
午
前
中
に
福
井
市
で
部
会
長

サ
ミ
ッ
ト
が
開
催
さ
れ
、「
会
員
拡
大
」

に
つ
い
て
協
議
し
た
。

　
ま
た
、
越
前
市
で
午
前
中
に
会
員
交

流
分
科
会
、
午
後
は
、
元
フ
ジ
テ
レ
ビ

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
笠
井
信
輔
氏
が
「
足

し
算
で
生
き
る
～
が
ん
ス
テ
ー
ジ
４
か

ら
の
生
還
～
」
と
題
し
て
血
液
の
が
ん
・
悪
性
リ
ン
パ
腫
か
ら
復
帰
し
た
激

動
の
日
々
を
熱
く
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
講
演
終
了
後
の
大
会
式
典
で
は
、

前
日
開
催
の
租
税
教
育
活
動
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
・
健
康
経
営
大
賞
の
結

果
発
表
・
表
彰
・
最
優
秀
賞
受
賞
者
に
よ
る
事
例
発
表
が
行
わ
れ
た
。
続
い

て
の
部
会
員
増
強
表
彰
で
は
本
県
か
ら
、
弘
前
法
人
会
が
優
秀
賞
、
青
森
法

人
会
・
五
所
川
原
法
人
会
が
奨
励
賞
、
む
つ
法
人
会
が
奨
励
賞
と
３
年
連
続

純
増
賞
を
受
賞
し
た
。

　
大
会
宣
言
で
は
、
大
会
ス
ロ
ー
ガ
ン
「
福
の
國
よ
り
未
来
を
研
け
！
～
志

を
立
て
、
新
時
代
の
扉
を
開
こ
う
～
」
の
も
と
、
何
か
ひ
と
つ
で
も
志
を
立

て
、
地
域
や
国
の
発
展
を
担
う
子
供
た
ち
の
た
め
に
全
国
各
地
で
運
動
を
展

開
す
る
こ
と
を
誓
う
、
と
宣
言
し
た
。

　
最
後
に
大
懇
親
会
が
開
催
さ
れ
、
青
年
部
会
メ
ン
バ
ー
同
士
の
交
流
を
深

め
た
。

　
次
回
は
、
令
和
７
年
11
月
20
日
～
21
日
、
山
梨
県
甲
府
市
で
開
催
さ
れ
る
。

　
令
和
６
年
11
月
20
日（
水
）、
東
北
六
県
法

人
会
連
合
会
運
営
協
議
会
が
仙
台
市
の
江
陽

グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。

参
加
者
は
来
賓
、
東
北
各
県
単
位
会
会
員
合
せ

て
70
名
、
う
ち
本
県
か
ら
は
７
名
が
参
加
し
た
。

　
全
国
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
と
国
税
庁
が
主
催
し
全
法
連
な

ど
が
後
援
し
て
行
わ
れ
た
「
令
和
６
年
度
中
学
生
の『
税
に
つ
い

て
の
作
文
』コ
ン
ク
ー
ル
」で
、
弘
前
市
立
第
二
中
学
校
３
年
の

兼
平
愛
叶
さ
ん
が
青
森
県
法
人
会
連
合
会
会
長
賞
を
受
賞
し
、

11
月
12
日（
火
）、
県
連
合
会
小
山
内
康
晴
副
会
長
が
同
校
を
訪

問
し
表
彰
式
を
行
っ
た
。

　
兼
平
さ
ん
の
作
文
の
題

名
は
「
か
け
が
え
の
な
い
存

在
」
で
、
母

親

と

病

院

に

行
っ
た
際
に
、
窓
口
で
診

察
代
を
支
払
わ
な
か
っ
た

こ
と
を
不
思
議
に
思
い
母

に
聞
く
と
、「
弘
前
市
で
は

18
歳
未
満
の
医
療
費
が
無

償
化
に
な
っ
て
い
る
」と
の

こ
と
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
調
べ
て
み
る
と
、

無
償
化
に
な
っ
た
医
療
費

の
一
部
は
税
金
で
負
担
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

わ
か
っ
た
。

　
こ
の
ほ
か
に
も
税
金
が
ど
ん
な
こ
と
に
使
わ
れ
て
い
る
か
調

べ
て
み
る
と
、
道
路
や
信
号
、
公
園
や
図
書
館
、
消
防
や
警
察
、

水
道
、
学
校
の
建
設
や
学
習
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
、
教
科
書
、

年
金
や
介
護
な
ど
の
た
め
に
使
わ
れ
て
お
り
、
税
金
に
よ
っ
て

私
た
ち
が
安
全
で
便
利
な
生
活
が
で
き
、
社
会
が
成
り
立
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
最
後
に
「
み
ん
な
が
平
和
に
暮
ら
し

て
い
く
た
め
に
も
、
税
金
は
か
け
が
え
の
な
い
存
在
だ
と
思
う
。

そ
の
た
め
に
も
税
金
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
」と
結
ん
だ
。

県
知
事
・
県
議
会
議
長
に
対
す
る
提
言
活
動

　
青
森
県
庁
を
訪
問
し
、
小
谷
知
也
副
知
事

ほ
か
総
務
部
幹
部
、
お
よ
び
県
議
会
の
丸
井

　
裕
議
長
と
面
談
し
提
言
活
動
を
行
っ
た
。

▼
実
施
日

　令
和
６
年
11
月
14
日(

木
）

　
参
加
者
　
林
　
均
会
長
、
益
川
　
毅
副
会

長
、
小
山
内
柳
一
副
会
長
、
杉

山
幹
彦
副
会
長
、
船
越
規
孝
監

事
、
佐
々
木
伸
夫
理
事
、
蝦
名

彰
専
務
理
事

　
青
森
法
人
会
は
こ
れ
ま
で
の

租
税
教
育
活
動
の
功
績
が
認
め

ら
れ
、
租
税
教
育
推
進
校
等
表

彰
に
お
い
て
仙
台
国
税
局
長
表

彰
を
受
賞
し
た
。
租
税
教
育
推

進
校
等
表
彰
は
、
租
税
教
育
の

一
層
の
推
進
の
た
め
、
児
童
・

生
徒
に
対
す
る
租
税
教
育
の
推

進
及
び
租
税
教
育
推
進
の
た
め

の
基
盤
整
備
等
に
つ
い
て
、
特

 

青
森
法
人
会
が
国
税
局
長
表
彰
を
受
賞

Ⅰ　税・財政改革のあり方
・「金利のある世界」が現実に到来する中、今後の金利上昇に備えた財政健全化が必要。
・企業に対する過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害しないような社会保障制度の確立。
・行政改革を徹底するに当たっては、地方を含めた政府・議会自らが「まず隗より始めよ」の精神に基づき、率先し
て身を削らなければならない。

・政府はマイナンバー制度の意義とともに、行政事務のコストカットに資する等、その効果を具体的に明示するなど
してマイナンバーの利用拡大を促すこと。

Ⅱ　経済活性化と中小企業対策
・企業が将来にわたって存在感を発揮するためには、中小企業の活性化が不可欠である。地方創生の観点からも政府
と自治体が緊密に連携しながら、地域の中小企業に元気を与えるような税制措置を強く求める。

Ⅳ　地方のあり方
・東京一極集中の是正　　　
・地方自身がそれぞれの特色や強みを生かした活性

化戦略を構築

Ⅴ　租税教育の充実
・学校教育はもとより、社会全体で租税教育に取り組み、

納税意識の向上を図っていく必要がある

【中小企業の活性化に資する税制措置】

・中小法人に適用される軽減税率

の特例15％を本則化、適用所得

金額を1,600万円程度に引き上げ

・中小企業の技術革新など経済

活性化に資する税制措置の拡

充と本則化

・中小企業の事務負担軽減

【事業承継税制の拡充】

・事業用資産を一般

資産と切り離した

本格的な事業承継

税制の創設

・取引相場のない株

式の評価の見直し

　

【消費税への対応】

・軽減税率制度とインボイス制度について、国民や

事業者への影響のほか、低所得者対策の効果等を

検証し、問題があれば制度の是非を含めて見直す

・インボイス制度の事務負担が軽減するような環境整備

・課税事業者が免税事業者と取引を行う際、取引価

格の引き下げや取引の停止などの不利益を与えな

い、実効性の高い対策

Ⅲ　地方税のあり方

【固定資産税の抜本的見直し】

　都市計画税と合せて評価方法およ

び課税方式を抜本的に見直すこと

・商業地等の宅地の評価

・家屋の評価

・償却資産の見直し

・免税点の大幅引き上げ

・土地の評価体制の一元化

【超過課税･法定外目的税】

　法人企業に対して安易な課税は行うべきではない

【その他】

・国税電子申告と地方税の電子申告の一層の利便性向上と、システムの

連携または一体化

・森林環境税について、森林譲与税の配分方法や税が有効に活用されて

いるか等について検証

に
功
績
の
あ
っ
た
学
校
、
教
育

委
員
会
及
び
関
係
民
間
団
体
等

に
対
し
感
謝
状
を
贈
呈
す
る
制

度
で
、
11
月
19
日
（
火
）
、
青

森
税
務
署
の
三
上
俊
明
署
長
か

ら
青
年
部
会
の
佐
藤
一
尚
部
会

長
と
女
性
部
会
の
田
中
桂
子
部

会
長
に
感
謝
状
と
記
念
品
が
贈

ら
れ
た
。

　
六
県
連
の
菅
原
裕
典
会
長
が
開
催
挨
拶
の

あ
と
、
第
１
部
は
、
仙
台
国
税
局
長
の
中
村

広
樹
氏
が
「
最
近
の
財
政
と
税
務
行
政
に
つ
い

て
」
と
題
し
て
講
演
、
第
２
部
は
、
日
本
銀
行

仙
台
支
店
長
の
岡
山
和
裕
氏
が
「
最
近
の
金
融

経
済
情
勢
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
講
演
を

行
っ
た
。

　
第
３
部
は
、
全
法
連
専
務
理
事
の
田
中
光
史

氏
か
ら
、「
全
法
連
に
お
け
る
健
康
経
営
委
員
会

の
設
置
、
組
織
・
厚
生
合
同
委
員
会
の
実
施
、

法
人
会
の
デ
ジ
タ
ル
化
・
Ｄ
Ｘ
化
」
の
報
告
、

事
務
局
か
ら
納
税
表
彰
、
叙
勲
・
褒
章
受
章
者

の
披
露
が
あ
り
、
閉
会
後
は
懇
親
会
を
行
っ
た
。

提言の詳細は全国法人会総連合の
ホームページに掲載しております
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慶

　祝

　納 

税 

功 

労

仙
台
国
税
局
長
表
彰

　
県
連
副
会
長
（
上
十
三
法
人
会
会
長
）

益
川
　
毅
　
氏

　
県
連
理
事
（
青
森
法
人
会
副
会
長
）

米
谷
恵
司
　
氏

　
県
連
理
事
（
弘
前
法
人
会
副
会
長
）

須
藤
朗
孝
　
氏

　
県
女
連
協
理
事
（
五
所
川
原
法
人
会
女
性
部
会
長
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

中
山
曄
子
　
氏

税
務
署
長
表
彰

　
上
十
三
法
人
会

　
副

会

長
　
柏
崎
尚
久
　
氏

　
む
つ
法
人
会
　
常
任
理
事
　
濱
中
省
三
　
氏

　納 

税 

功 

労

　旭
日
双
光
章

　
　
県
連
副
会
長
（
む
つ
法
人
会
　
会
長
）
　
熊
　
谷
　
國
　
治 

氏

　財
務
大
臣
表
彰

　
　
県
連
副
会
長
（
上
十
三
法
人
会
　
会
長
）
　
白
　
山
　
春
　
男 

氏

　
国
税
庁
長
官
表
彰

　
　
県
連
前
副
会
長
（
弘
前
法
人
会
　
顧
問
）
　
櫛
　
引
　
利
　
貞 

氏

　
仙
台
国
税
局
長
表
彰

　
　
県
連
副
会
長
（
五
所
川
原
法
人
会
　
会
長
）

　
今
　
　
　
謙
　
一 

氏

　
　
県

連

理

事
（
黒
石
法
人
会
　
筆
頭
副
会
長
）

　
須
　
藤
　
重
　
昭 

氏

　
　
県

連

理

事
（
上
十
三
法
人
会
　
副
会
長
）

　
川
守
田
　
光
　
男 

氏

　
税
務
署
長
表
彰

　
　
青

森

法

人

会
　
　
理
　
事
　
　
岡
　
崎
　
康
　
一 

氏

　
　
青

森

法

人

会
　
　
理
　
事
　
　
小
笠
原
　
若
　
子 

氏

　
　
五
所
川
原
法
人
会
　
　
副
会
長
　
　
会
　
津
　
誠
　
造 

氏

　
　
上
十
三
法
人
会
　
　
理
　
事
　
　
下
久
保
　
淳
　
一 

氏

　
　
上
十
三
法
人
会
　
　
理
　
事
　
　
四
　
橋
　
弘
　
泰 

氏

　
全
法
連
で
策
定
し
た
「
令
和
７
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
」
の
実
現

に
向
け
て
、
県
連
正
副
会
長
に
よ
る
地
元
選
出
国
会
議
員
お
よ
び
県
知
事
・

県
議
会
議
長
に
対
す
る
提
言
活
動
を
実
施
し
た
。

税
制
改
正
提
言
事
項
の
提
言
活
動

税
制
改
正
提
言
事
項
の
提
言
活
動

税
制
改
正
提
言
事
項
の
提
言
活
動


















東
北
六
県
法
人
会
連
合
会

東
北
六
県
法
人
会
連
合
会

　　　　　　運
営
協
議
会

令和７年度税制改正に関する提言(重点項目)

令
和
７
年
度

津島淳 衆議院議員津島淳 衆議院議員岡田華子 衆議院議員岡田華子 衆議院議員

青森県  小谷副知事（右から４人目）青森県  小谷副知事（右から４人目）

青森県議会　丸井　裕議員（右から４人目）青森県議会　丸井　裕議員（右から４人目）

県
選
出
国
会
議
員
に
対
す
る
提
言
活
動

　
議
員
事
務
所
を
訪
問
し
衆
議
院

：

津
島
　

淳
議
員
お
よ
び
岡
田
華
子
議
員
と
面
談
し
提

言
活
動
を
行
っ
た
。

▼
実
施
日

　令
和
６
年
11
月
30
日(

土)

　参
加
者

　林
　
均
会
長
、
蝦
名
　
彰
専
務

理
事

▼
実
施
日

　令
和
６
年
11
月
７
日(

木)

　参
加
者

　小
山
内
康
晴
副
会
長
、
船
越
規

孝
監
事
、
三
上
裕
弘
理
事

中
学
生
の
「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」

中
学
生
の
「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」

第38回法人会全国青年の集い　福 井 大 会第38回法人会全国青年の集い　福 井 大 会

　
令
和
６
年
11
月
７
日
～
８
日
、「
法
人

会
全
国
青
年
の
集
い
（
福
井
大
会
）
」
が

開
催
さ
れ
た
。
本
県
か
ら
は
、
県
青
年

部
会
連
絡
協
議
会
佐
藤
一
尚
会
長
を
は

じ
め
６
単
位
会
の
青
年
部
会
員
16
名
が

参
加
し
た
。

　
７
日
は
福
井
市
に
お
い
て
青
連
協
第

２
回
定
時
連
絡
協
議
会
、
租
税
教
育
活

動
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、
健
康
経
営

大
賞
、
部
会
長
ウ
ェ
ル
カ
ム
パ
ー

テ
ィ
ー
が
行
わ
れ
た
。

　
８
日
は
午
前
中
に
福
井
市
で
部
会
長

サ
ミ
ッ
ト
が
開
催
さ
れ
、「
会
員
拡
大
」

に
つ
い
て
協
議
し
た
。

　
ま
た
、
越
前
市
で
午
前
中
に
会
員
交

流
分
科
会
、
午
後
は
、
元
フ
ジ
テ
レ
ビ

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
笠
井
信
輔
氏
が
「
足

し
算
で
生
き
る
～
が
ん
ス
テ
ー
ジ
４
か

ら
の
生
還
～
」
と
題
し
て
血
液
の
が
ん
・
悪
性
リ
ン
パ
腫
か
ら
復
帰
し
た
激

動
の
日
々
を
熱
く
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
講
演
終
了
後
の
大
会
式
典
で
は
、

前
日
開
催
の
租
税
教
育
活
動
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
・
健
康
経
営
大
賞
の
結

果
発
表
・
表
彰
・
最
優
秀
賞
受
賞
者
に
よ
る
事
例
発
表
が
行
わ
れ
た
。
続
い

て
の
部
会
員
増
強
表
彰
で
は
本
県
か
ら
、
弘
前
法
人
会
が
優
秀
賞
、
青
森
法

人
会
・
五
所
川
原
法
人
会
が
奨
励
賞
、
む
つ
法
人
会
が
奨
励
賞
と
３
年
連
続

純
増
賞
を
受
賞
し
た
。

　
大
会
宣
言
で
は
、
大
会
ス
ロ
ー
ガ
ン
「
福
の
國
よ
り
未
来
を
研
け
！
～
志

を
立
て
、
新
時
代
の
扉
を
開
こ
う
～
」
の
も
と
、
何
か
ひ
と
つ
で
も
志
を
立

て
、
地
域
や
国
の
発
展
を
担
う
子
供
た
ち
の
た
め
に
全
国
各
地
で
運
動
を
展

開
す
る
こ
と
を
誓
う
、
と
宣
言
し
た
。

　
最
後
に
大
懇
親
会
が
開
催
さ
れ
、
青
年
部
会
メ
ン
バ
ー
同
士
の
交
流
を
深

め
た
。

　
次
回
は
、
令
和
７
年
11
月
20
日
～
21
日
、
山
梨
県
甲
府
市
で
開
催
さ
れ
る
。

　
令
和
６
年
11
月
20
日（
水
）、
東
北
六
県
法

人
会
連
合
会
運
営
協
議
会
が
仙
台
市
の
江
陽

グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。

参
加
者
は
来
賓
、
東
北
各
県
単
位
会
会
員
合
せ

て
70
名
、
う
ち
本
県
か
ら
は
７
名
が
参
加
し
た
。

　
全
国
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
と
国
税
庁
が
主
催
し
全
法
連
な

ど
が
後
援
し
て
行
わ
れ
た
「
令
和
６
年
度
中
学
生
の『
税
に
つ
い

て
の
作
文
』コ
ン
ク
ー
ル
」で
、
弘
前
市
立
第
二
中
学
校
３
年
の

兼
平
愛
叶
さ
ん
が
青
森
県
法
人
会
連
合
会
会
長
賞
を
受
賞
し
、

11
月
12
日（
火
）、
県
連
合
会
小
山
内
康
晴
副
会
長
が
同
校
を
訪

問
し
表
彰
式
を
行
っ
た
。

　
兼
平
さ
ん
の
作
文
の
題

名
は
「
か
け
が
え
の
な
い
存

在
」
で
、
母

親

と

病

院

に

行
っ
た
際
に
、
窓
口
で
診

察
代
を
支
払
わ
な
か
っ
た

こ
と
を
不
思
議
に
思
い
母

に
聞
く
と
、「
弘
前
市
で
は

18
歳
未
満
の
医
療
費
が
無

償
化
に
な
っ
て
い
る
」と
の

こ
と
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
調
べ
て
み
る
と
、

無
償
化
に
な
っ
た
医
療
費

の
一
部
は
税
金
で
負
担
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

わ
か
っ
た
。

　
こ
の
ほ
か
に
も
税
金
が
ど
ん
な
こ
と
に
使
わ
れ
て
い
る
か
調

べ
て
み
る
と
、
道
路
や
信
号
、
公
園
や
図
書
館
、
消
防
や
警
察
、

水
道
、
学
校
の
建
設
や
学
習
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
、
教
科
書
、

年
金
や
介
護
な
ど
の
た
め
に
使
わ
れ
て
お
り
、
税
金
に
よ
っ
て

私
た
ち
が
安
全
で
便
利
な
生
活
が
で
き
、
社
会
が
成
り
立
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
最
後
に
「
み
ん
な
が
平
和
に
暮
ら
し

て
い
く
た
め
に
も
、
税
金
は
か
け
が
え
の
な
い
存
在
だ
と
思
う
。

そ
の
た
め
に
も
税
金
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
」と
結
ん
だ
。

県
知
事
・
県
議
会
議
長
に
対
す
る
提
言
活
動

　
青
森
県
庁
を
訪
問
し
、
小
谷
知
也
副
知
事

ほ
か
総
務
部
幹
部
、
お
よ
び
県
議
会
の
丸
井

　
裕
議
長
と
面
談
し
提
言
活
動
を
行
っ
た
。

▼
実
施
日

　令
和
６
年
11
月
14
日(

木
）

　
参
加
者
　
林
　
均
会
長
、
益
川
　
毅
副
会

長
、
小
山
内
柳
一
副
会
長
、
杉

山
幹
彦
副
会
長
、
船
越
規
孝
監

事
、
佐
々
木
伸
夫
理
事
、
蝦
名

彰
専
務
理
事

　
青
森
法
人
会
は
こ
れ
ま
で
の

租
税
教
育
活
動
の
功
績
が
認
め

ら
れ
、
租
税
教
育
推
進
校
等
表

彰
に
お
い
て
仙
台
国
税
局
長
表

彰
を
受
賞
し
た
。
租
税
教
育
推

進
校
等
表
彰
は
、
租
税
教
育
の

一
層
の
推
進
の
た
め
、
児
童
・

生
徒
に
対
す
る
租
税
教
育
の
推

進
及
び
租
税
教
育
推
進
の
た
め

の
基
盤
整
備
等
に
つ
い
て
、
特

 

青
森
法
人
会
が
国
税
局
長
表
彰
を
受
賞

Ⅰ　税・財政改革のあり方
・「金利のある世界」が現実に到来する中、今後の金利上昇に備えた財政健全化が必要。
・企業に対する過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害しないような社会保障制度の確立。
・行政改革を徹底するに当たっては、地方を含めた政府・議会自らが「まず隗より始めよ」の精神に基づき、率先し
て身を削らなければならない。

・政府はマイナンバー制度の意義とともに、行政事務のコストカットに資する等、その効果を具体的に明示するなど
してマイナンバーの利用拡大を促すこと。

Ⅱ　経済活性化と中小企業対策
・企業が将来にわたって存在感を発揮するためには、中小企業の活性化が不可欠である。地方創生の観点からも政府
と自治体が緊密に連携しながら、地域の中小企業に元気を与えるような税制措置を強く求める。

Ⅳ　地方のあり方
・東京一極集中の是正　　　
・地方自身がそれぞれの特色や強みを生かした活性

化戦略を構築

Ⅴ　租税教育の充実
・学校教育はもとより、社会全体で租税教育に取り組み、

納税意識の向上を図っていく必要がある

【中小企業の活性化に資する税制措置】

・中小法人に適用される軽減税率

の特例15％を本則化、適用所得

金額を1,600万円程度に引き上げ

・中小企業の技術革新など経済

活性化に資する税制措置の拡

充と本則化

・中小企業の事務負担軽減

【事業承継税制の拡充】

・事業用資産を一般

資産と切り離した

本格的な事業承継

税制の創設

・取引相場のない株

式の評価の見直し

　

【消費税への対応】

・軽減税率制度とインボイス制度について、国民や

事業者への影響のほか、低所得者対策の効果等を

検証し、問題があれば制度の是非を含めて見直す

・インボイス制度の事務負担が軽減するような環境整備

・課税事業者が免税事業者と取引を行う際、取引価

格の引き下げや取引の停止などの不利益を与えな

い、実効性の高い対策

Ⅲ　地方税のあり方

【固定資産税の抜本的見直し】

　都市計画税と合せて評価方法およ

び課税方式を抜本的に見直すこと

・商業地等の宅地の評価

・家屋の評価

・償却資産の見直し

・免税点の大幅引き上げ

・土地の評価体制の一元化

【超過課税･法定外目的税】

　法人企業に対して安易な課税は行うべきではない

【その他】

・国税電子申告と地方税の電子申告の一層の利便性向上と、システムの

連携または一体化

・森林環境税について、森林譲与税の配分方法や税が有効に活用されて

いるか等について検証

に
功
績
の
あ
っ
た
学
校
、
教
育

委
員
会
及
び
関
係
民
間
団
体
等

に
対
し
感
謝
状
を
贈
呈
す
る
制

度
で
、
11
月
19
日
（
火
）
、
青

森
税
務
署
の
三
上
俊
明
署
長
か

ら
青
年
部
会
の
佐
藤
一
尚
部
会

長
と
女
性
部
会
の
田
中
桂
子
部

会
長
に
感
謝
状
と
記
念
品
が
贈

ら
れ
た
。

　
六
県
連
の
菅
原
裕
典
会
長
が
開
催
挨
拶
の

あ
と
、
第
１
部
は
、
仙
台
国
税
局
長
の
中
村

広
樹
氏
が
「
最
近
の
財
政
と
税
務
行
政
に
つ
い

て
」
と
題
し
て
講
演
、
第
２
部
は
、
日
本
銀
行

仙
台
支
店
長
の
岡
山
和
裕
氏
が
「
最
近
の
金
融

経
済
情
勢
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
講
演
を

行
っ
た
。

　
第
３
部
は
、
全
法
連
専
務
理
事
の
田
中
光
史

氏
か
ら
、「
全
法
連
に
お
け
る
健
康
経
営
委
員
会

の
設
置
、
組
織
・
厚
生
合
同
委
員
会
の
実
施
、

法
人
会
の
デ
ジ
タ
ル
化
・
Ｄ
Ｘ
化
」
の
報
告
、

事
務
局
か
ら
納
税
表
彰
、
叙
勲
・
褒
章
受
章
者

の
披
露
が
あ
り
、
閉
会
後
は
懇
親
会
を
行
っ
た
。

提言の詳細は全国法人会総連合の
ホームページに掲載しております
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和
七
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旦

八
甲
田
大
岳

● 国税庁からのお知らせ ●● 県税務課からのお知らせ ●

作成コーナー
１　社会保障・税番号（マイナンバー）制度の概要
　　社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・

公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号（マイナンバー）
制度が導入され、社会保障・税・災害対策の行政手続で利用されています。

　●個人番号について
　　個人番号は、12桁の番号で、住民票を有する国民全員に１人１つ指定され、市

区町村から通知されます。
　●法人番号について
　　法人番号は、13桁の番号で、設立登記法人などの法人等に１法人１つ指定さ

れ、国税庁から通知されます。なお、法人の支店や事業所には指定されません。
２　県税手続におけるポイント
　（１）申告書等に番号を記載していただく必要があります。
　　　個人番号や法人番号の記入欄が設けられた申告書等をご提出いただく際

には、個人番号や法人番号のご記入をお願いします。
　（２）個人番号が記載された申告書等を提出する際は、本人確認が必要となります。
　　　税の窓口に個人番号を記載した申告書等を提出する際には、本人確認書類

の提示又は本人確認書類の写しを申告書等に添付していただく必要があ
ります。

≪本人確認を行うときに使用する書類の例≫
　１．マイナンバーカード（個人番号カード）【番号確認と身元確認】
　２.通知カード【番号確認】＋運転免許証、健康保険の被保険者証など【身元確認】
　●マイナンバーカードとは、本人が市区町村に交付を申請し、通知カードと引

換えに交付を受けることができるカードです。マイナンバーカードには、本
人の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号等が記載され、本人の写真が表示さ
れます。

　●通知カードとは、本人の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が記載された
カードです。（令和２年５月に廃止されましたが、通知カードに記載された氏
名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、番号確認
のための本人確認書類として利用できます。）

　※県税のマイナンバーに関する情報については、下記のホームページに掲載し
ております。詳しくは、お近くの地域県民局県税部にお問い合わせください。

　　県税・市町村税ホームページ
　　　https://www.pref.aomori. lg.jp/soshiki/zaimu/zeimu/top.html

　社会保障・税番号（マイナンバー）制度について
確定申告書等

作成コーナーなら

金額等を入力するだけで

自動計算で

申告書が完成！

マイナポータル連携で

控除証明書等のデータが

自動入力できる！

※ご利用には事前準備が必要です

e-Taxの５つのメリット

マイナポータル連携
の詳細はこちら

書面提出の場合は
１か月～１か月半程度で還付※一部の書類を除きます

※メンテナンス時間
を除きます
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法人会の理念

法人会は税のオピニオンリーダーとして

企業の発展を支援し

地域の振興に寄与し

国と社会の繁栄に貢献する

経営者の団体である
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TEL 017-735-7030

青森支店/
青森県青森市本町1-2-15(青森本町第一生命ビルディング)
TEL 017-777-3531


